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Ｒ１４年度Ｒ１３年度Ｒ１２年度Ｒ１１年度Ｒ１０年度Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ７年度Ｒ６年度Ｒ５年度

ﾏｲﾙｽﾄ-ﾝ

事業者との
契約

運営方針

１．はじめに
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令和８年度に地域包括支援センターの公募（プロポーザル）を実施予定であるため、プロポーザルの際に掲載する令和９年度版運営方針の案を
作成したのでご確認いただきたい。
＜運営方針＞
地域包括支援センターの包括的支援事業の実施方針を示したもの

令和６年度版 令和９年度版

★公募（プロポーザル）★公募（プロポーザル）
★新包括開設

• プロポーザルにより選定された事業者との契約は単年度契約となる。履行状況が良好の場合、最大４回（５年間）まで更新可能。
• したがって、令和９年度版の運営方針は最大５年間（令和９年度～令和１３年度）適用される。
• 運営方針の記載内容は原則、次回のプロポーザルまで変更できない。

３年間適用
※通常は５年だが新包括開設に合わせて
プロポーザルを実施するため３年とした。

最大５年間適用

★公募（プロポーザル）【仮】

＜ロードマップ＞

単年度

次期事業者＿最大4回更新現行事業者＿最大２回更新

▼Now
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２．主な変更点について
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次の職種を配置するよう明記する。
ただし、現行からの業務追加はほとんどなく、地域包括支援センターに各業務の担当者を配置することが主な目的である。

連
携
業
務

SC相当業務

認知症地域支援業務

SC相当業務

認知症地域支援業務兼務可

現行 変更後

兼務可

他業務 他業務

※人員配置に伴う費用については、委託料に反映する。

備考主な変更内容業務概要

他業務と兼務可・SCの担当者を配置する。
・区SCと連携して対応する。

高齢者が地域で元気でいきいきと暮らし続けられるよう、
住民や関係団体と連携しながら、介護予防の取組み、
居場所づくり、生活支援の活動などを推進する。

生活支援コーディネーター
（ＳＣ）

同上・担当者を配置する。認知症の人および家族への支援業務を行う。認知症地域支援推進員

連携

区SC

：担当者（複数名配置可）

追加部分
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３．運営方針の構成図及び変更箇所
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Ⅰ 基本的事項

利用対象者

担当地域

実施日等

職員配置

業務執行体制

事業運営

事業報告

経理

個人情報の保護

Ⅱ 事業内容

包括的支援事業

基本業務

総合相談支援業務

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

介護予防ケアマネジメント

関連業務

認知症の人および家族への支援

在宅療養者への支援

高齢者等の情報収集及び多職種協働に
よる地域包括支援ネットワークの構築

指定介護予防支援

その他業務

９包括化に伴う変更

生活支援コーディネーター及び
認知症地域支援推進員の配置

システム活用を追記

認知症地域支援推進員の
業務内容を記載

生活支援コーディネーターの
業務内容を記載

主な変更箇所


